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1　問題と目的

平成 27 年 3 月，文部科学省は，小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領を一部改訂し，道
徳を「特別の教科道徳」として教科化するとした。改訂された小学校学習指導要領解説（文部科学省，
2015a）及び中学校学習指導要領解説（文部科学省，2015b）では，いじめ，不登校等の現代的な
問題に対応できるより実効性の高い道徳教育を推進するために，児童生徒が道徳的価値を自分との
関わりで考えることができるような問題解決的な学習あるいは体験的な学習を道徳授業や道徳教育
に取り入れることが推奨されている。
このような中，児童生徒の人間関係に関する自己解決能力やコミュニケーション能力を高め，い
じめ等の課題を解決する学習方法の一つとして，ピア・メディエーションが注目されている。池島
（2012）によれば，ピア・メディエーションは，アメリカやカナダで開発され，ピア・サポートの
一環として実施されているものであり，イギリスではナショナルカリキュラムの「市民性教育」に
取り入れられ，実践研究が進められている学習方法である。
日本においても，近年，ピア・メディエーションの研究や学校教育への導入が試みられ，トラブ

ルに対する児童生徒の自力解決力の向上や生徒指導上の問題行動の減少など一定の成果が明らかに
されている（例えば，池島，2012；池島・竹内，2011；池島・吉村・倉持，2007；池田，2014；
竹内，2010；田中・山本，2014）。
そこで，本研究では，アメリカの高等学校で実施されているピア・メディエーションの実践事例
をもとに，問題解決力を育成するための道徳教育への活用という視点から，ピア・メディエーショ
ンの可能性について検討することとしたい。本研究の目的は，ハワイ州カイルア高等学校で実施さ
れているピア・メディエーションについて，実践事例を紹介するとともに，問題解決力を育成する
道徳教育への活用可能性について検討することである。

2　ハワイ州におけるピア・メディエーションプログラム

本稿で取り上げる実践事例は，筆者らが 2015 年 9 月に訪問したアメリカ合衆国ハワイ州のカイ
ルア高等学校（Kailua High School）で行われているピア・メディエーションプログラムの授業
及びその授業で使われている生徒用マニュアルの一部である。カイルア高等学校で実施されている
ピア・メディエーションプログラムは，9 年生から 12 年生の選択授業の一つで，2015 年 8 月から
12 月までオリエンテーションを含む計 17 回で構成されている。
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筆者らが参観した授業は，ピア・メディエーションプログラムの導入に当たる授業で，メディエー
ションの定義や概要，メディエーションの模擬体験等を主な内容としたものであった。訪問当日は
12 名の生徒が受講しており，休憩を挟んで行われる約 3 時間の授業であった。本稿では，その中
でも，特に問題解決能力を育成する道徳教育に有効だと考えられる「メディエーションとは何か」，
「ピア・メディエーションプログラムの概要」，「ピア・メディエーションの進行過程と模擬体験」
について取り上げる。

（1）ピア・メディエーションとは何か

表 1 は，カイルア高等学校のピア・メディエーションプログラム生徒用マニュアルに示されてい
る内容の一部を示したものである。授業では，教師はまず，生徒用マニュアルに基づき，「メディエー
ションとは，生徒同士による調停と，2 人の調停人が論争中の人たちに自発的な問題解決の糸口を
提案するもの」であり，「異なる考えなどを持つ人々が，いかに平和的な共存関係を構築できるか
という手段」である等，ピア・メディエーションの定義について確認を行った。

表 1　ピア・メディエーションの定義等に関する生徒用マニュアルの内容

（Kailua High School Peer Mediation Program Student Manualをもとに，邦訳して著者らが作成）

【メディエーションとは】

メディエーションとは，生徒同士による調停と，2人の調停人が論争中の人たちに自発的な問題解決の糸口を提案する
ものです。メディエーションにおいて，異なる意見を持ち対立する対象者に
・自分たちの口で何があったかを話すように促す。
・その問題に何が関係しているのか，より明確にさせる。
・当事者同士がその問題に直面したことでどのように感じたかをお互いに理解させる。
・真摯にお互いが向き合える姿勢を持たせるような解決策を導く手助けをする。
・最終的な合意が得られた場合，その内容を書面にし，サインをさせる。
対立こそ生きていくうえで必然的に発生する，可もなく不可もない存在であるという前提にメディエーションは基づ
いているのです。
メディエーションは異なる考えなどを持つ人々が，いかに平和的な共存関係を構築できるかという手段なのです。問

題を解決するうえで，メディエーションはしばしば”win-win”（両者にとっても有益な策）であると表現されます。理
論的には，この行為によって誰も損をする人はいないからです。それまで囚われていた感情から解き放たれ，それと同
時に，少し譲歩するようになるのが理想的な流れなのです。両者の考えや気持ちを吐露する機会を得ることができるの
ですから。
メディエーションは，その後の両者の行動に焦点を合わせます。問題を回避できるようになる最善の合意が一体何な

のか？両者が部屋を後にして，顔を合わせるとき，どれだけ有効な変化をもたらし，向き合わせることができるのか？
未来に焦点を合わせ，メディエーターは誰かを責める気持ちや過去の事象などに執着していた両者の物の見方に変化
をもたすよう働きかけます。その問題が発生していることで，頭を悩ませているのはお互い同じなのですが，ただどの
ようにして問題の解決を図ったらよいのかわからないのが通常よくあるケースなのです。裁判官や弁護士とは異なり，
メディエーターすなわち調停人は補助的な役割を担います。問題を抱える両者に，仲介者として参加するのです。両者
を決して責めることなく，注意深く傾聴する姿勢を培う訓練をしてきたのがメディエーターと呼ばれる存在なのです。
しかしメディエーションはあくまでも手段の 1つにすぎません。傾聴や質疑などの一般的な習得可能な技術が必要で

ある一方，時間の感覚や勘の良さなど，教えることが不可能な要素を含んでいます。絶対的な基本原則などはなく，もっ
とも重要な要素こそがメディエーター本人なのです。
最後にひとつだけ注意しておかなければならないのが，メディエーションは世界中で用いられ，検証されてきたものの，
その成果が必ずしも有益なものとは限らないということです。ある特定の対象者や問題には効力があっても，それが万
人に当てはまるわけではないのです。よって場合によっては異なる解決策が必要です。
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表 2　ピア・メディエーションプログラムの概要

（Kailua High School Peer Mediation Program Student Manualをもとに，邦訳して著者らが作成）

【ピア・メディエーションプログラムの概要】
①　メディエーターの担う責任
すべてのメディエーターは次のことを行う必要があります。
・訓練を完了させる。
・昼休憩や放課後でもすぐメディエーションのため時間を割く。
・休んでしまった授業に追いつくことを約束する。
・周りの人に対して，メディエーションを使って問題を解決するように勧める。
・調停の世話役がプログラムの宣伝をするのに手を貸す。
②　なぜメディエーションなのか？
メディエーションは次のことを可能にしてくれるからです。
・問題が悪化する前に解決策を提供できる。
・生徒が自分たちの力でできると大人に証明する機会になる。
・学校の風紀をよくできる。
・校内の問題によって生じる嫌な雰囲気を解消できる。
③　扱うであろう諸問題
メディエーターは次のような種類の問題を解決に導く役割を担います。
・喧嘩，口論　・噂話　・男女交際　・お金や持ち物　・部外者　・教師と生徒　・家庭内の不和
④　扱うことがない諸問題
メディエーターは次のような問題には関与しません。
・凶器　・薬物　・暴行
⑤　メディエーターとは
メディエーターは次のような態度で接しなければなりません。
・中立であり続けること。
・敬意を持って両者に接すること。
・敬意を持って問題解決を図ること。
・その場で知りえた情報を公言しない。
・対象者に直接的なアドバイスを与えない。
⑥　メディエーターとして当てはまらないのは
メディエーターは次のような態度をとってはなりません。
・法廷弁護士　・裁判官　・弁護士　・アドバイザー

【効果的な生徒同士によるピア・メディエーションのための留意事項】
・結論を急いでは駄目です。まずは情報をしっかり汲み取ってください。
・相手のことを決めつけたり，どちらか一方の主張に同調したりしないようにしてください。
・「これで話したいことは終わりですか？」や「もっと話してください」などと急かさないでください。とにかく辛抱強く
相手を待ちましょう。

・「はい」「いいえ」で返答させるのではなく，多くの情報を把握できるような質問をしましょう。
・「どうして？」という問い掛けが，かえって相手を責めたり，詰問されたりするような錯覚に陥る原因になりかねないの
で気をつけましょう。

・次をどうしようかと迷うなら，今までに聞いた話を一旦整理しましょう。それからだと，質問しやすくなります。
・事実と意見との違いを混同しないようにしましょう。まとめをするとき，「彼女が悪口を言っていたんですね」や「彼女
が嘘をついたと思ったんですね」「彼女は嘘つきです」や「彼女は嘘をつきました」ではなく，「あなたは彼女が悪口を言っ
ていたのを聞いたのですね」と言いましょう。それが必ずしも事実にはなりえないもので，彼らの視点であることを認
識させましょう。

・私たちに様子を見学させてください。あっちに行ってなどと言わず，自分たちが立派にメディエーションできることを
証明してみせてください。私たちはその練習を手助けするためにいるのですから。

・容易なことだと思わないでください。「こんなの簡単だよ。どうやってやるかなんてわかるよ。」，「心配ご無用。その時
になれば，何て発言したらいいかなんてわかるよ。」などと言っているうちは，まだその技法を身につけていない証拠
です。すべての人がまだまだ学ぶ余地があり，そのテクニックを身につけることができます。それは経験豊かなベテラ
ンのメディエーターにとっても同じことがいえるくらいなのですから。

注：「ピア・メディエーション」と「メディエーション」の語については，マニュアルの表記通りに邦訳した。
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その上で，メディエーションが「win-win（両者にとっても有益な策）」を目指していること，ピア・
メディエーションによって，「それまで囚われていた感情から解き放たれ，それと同時に，少し譲
歩するようになること」等，活動の目的や効果についても確認した。
また，効果だけでなく，ピア・メディエーションの限界についても言及し，「メディエーション
は世界中で用いられ，検証されてきたものの，その成果が必ずしも有益なものとは限らない」こと，
「ある特定の対象者や問題には効力があっても，それが万人に当てはまるわけではなく場合によっ
ては異なる解決策が必要」であること等について，生徒の理解を図った。

（2）ピア・メディエーションプログラムの概要

表 2 は，生徒用マニュアルに記載されているピア・メディエーションプログラムの概要の一部を
邦訳し，整理したものである。授業では，ピア・メディエーションの定義や効果等に続き，メディエー
ターの役割や責任，心構え，メディエーションで扱う問題と扱えない問題，生徒同士でメディエー
ションを行う場合の留意事項等，プログラムの概要についての学習を行った。
このように，まずピア・メディエーションの具体的な流れや方法を学ぶ前に，ピア・メディエーショ

ンの意義，効果と限界，メディエーターの役割や責任，心構え等を学習内容として取り上げ，それ
らを生徒に適切に理解させることは，スキルの獲得や向上だけでなく，生徒自身がピア・メディエー
ションのよさを実感し，自分たちの問題を自己解決しようとする意識の向上にも効果的であると考
える。

（3）ピア・メディエーションの進行過程と模擬体験（ロールプレイ）

ピア・メディエーションの定義や概要を学習した後，授業の後半では，ピア・メディエーション
の進行過程について学習し，最後に模擬体験を行った。表 3 はピア・メディエーションの進行過程
の詳細を示したもの，図 1 はピア・メディエーションの進行過程の全体図を示したものである。
生徒たちは，まず，マニュアルの進行過程全体図を参照しながら，ピア・メディエーションの一

般的な流れを学習した。その後，表 3 に示す通り，「メディエーターによる準備」，「第 1 回合同会
議」，「第 1 回メディエーターのみでの会議」，「第 1 回各々での会議」，「第 2 回メディエーターの
みでの会議」，「第 2 回各々での会議」，「第 3 回メディエーターのみでの会議（必要があれば）」，「第
2 回合同会議」の 7~8 の各ステップにおける詳しい進め方について，生徒が順に音読したり教師が
解説を加えたりしながら具体的な進行過程を確認していった。
その後，生徒たちは，メディエーター役 2 名，当事者役各 1 名の計 4 名が 1 グループとなり，グ
ループごとにロールプレイを行いながら，ピア・メディエーションの実際を体験的に学んだ。
表 4 はロールプレイ用の課題例の一部を示したものである。ロールプレイの課題としては，生徒
たちの日常生活で起こり得る課題，具体的には，「授業中の迷惑行為」，「噂話」，「転校生」，「授業
中のからかい」，「家庭不和」等に関する対立や争いが取り上げられている。これらの数種類の課題
はそれぞれカード形式になっており，各カードには，「合同会議で明確になる当事者相互の言い分」
や「メディエーターの質問によって入手できる情報」，「各々での会議で明確になる当事者相互の言
い分」等が具体的に示されている。生徒たちはグループごとに各々役割を決め，教師から配付され
た課題カードの設定で，ピア・メディエーションを体験した。
課題カードに記述されている「当事者相互の言い分」については，それらが生徒自身の言葉で示
されているため，当事者役の生徒たちは役の気持ちに入りやすく，生徒たちは臨場感をもってロー
ルプレイを実践することができていた。
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表 3　ピア・メディエーションの進行過程一覧

（Kailua High School Peer Mediation Program Student Manualをもとに，邦訳して著者らが作成）

ステップ 内　　　　　　　容
1 メディエーターによる準備 a　メディエーションの題材選び

b　開催する部屋の環境が十分か，椅子や机などの物品が十分かの確認
c　責任の所在に関して決定する

2 第 1回合同会議 a　メディエーターと当事者の紹介
b　当事者たちを席まで案内する
c　メディエーターによる冒頭陳述

1）メディエーションの進め方の時間にようこそ。この機会がよい結果に結びつくことを
願っています。メディエーションを実践してくれて有難う。

2）メディエーションは自発的で内密なものです。
3）メディエーターは中立の立場でありどちらの側にも立ちません。誰が正しくて，誰が
間違っているかを調査するのではなく，直面している問題の解決策を見つける手助け
をするのが仕事です。

4）メディエーションの最中メモをとります。話し合いの最後で必ず破棄します。
5）（メディエーションの進め方の全体の図について説明）
6）メディエーションの基本的な約束事は以下のとおりです。
　・話の途中に割って入らない　・相手を脅したりしない
　・相手を罵ったりしない　　　・相手を名指ししない　・喧嘩をしない
7）内容が法に触れたり命の危険があったりする場合は学校側に情報開示します。
8）当事者同士が正直であればあるほどにメディエーションの進行はうまくいきます。
9）これまで述べた基本的な約束事を理解し，そして納得できましたか？
10）何か質問がありますか？もしなければ早速はじめましょう。

d　当事者による陳述
1）どちらが先に始めたいか尋ねる。
2）一切の邪魔をせずに，それぞれの問題を発表してもらう。
3）メディエーターは追加の情報を得るために質問をする。
4）メディエーターは当事者の抱える気持ちに寄り添うよう努める。
5）メディエーターは事実関係を再確認し，共感する。

3 第 1回メディエーターのみ
での会議

a　当事者の陳述を聞いて何を知り得たか？
1）開示された情報を明白にする
2）何がそこで問題とされているのか？
3）当事者はどう感じているのか？　我々メディエーターはどのように感じるか？

b　どんなことを知る必要があるのか？話のどこに隔たりが生じているのか？
c　今後どう進めたらいいのか？

1）個別の話し合いでどちらと先に話をすべきなのか？
2）どんな質問をしたらよいのか？

4 第 1回各々での会議 a　メディエーターは当事者たちと個別に面会する。
b　過去と未来についての考察
c　それぞれの立場と利害について探る。そこに何か隠された思惑があるか？
d　メディエーターは事実関係を言い替え，まとめをする。
e　公表したくない情報が何なのか見抜く。
f　（席を外している間に）当事者に 3つの質問について考えさせる。
　・今回の問題をどのように解決してみたいですか？
　・それを実現させるために，（相手）がどうするのを見たいですか？
　・それを実現させるために，あなたは何をしようと思いますか？

5 第 2回メディエーターのみ
での会議

a　更に何が情報として追加されたか明白にする。
b　メディエーションが提供できる今後の方向性にどんなものがあるのか？
c　当事者が実行できそうな解決策や今後の方向性について話し合いの席につく準備はでき
ているか？

　・もしできているなら，次の段階へ進みましょう。
　・もしまだなら，どんな追加情報が必要なのでしょうか？

6 第 2回各々での会議 a　今後についてメディエーターはそれぞれの当事者たちと話し合いをする。
b　メディエーターは第 1回目　各々での話し合いで聞かれた 3つの質問についての答えを
聞く。

c　（任意で）現実検討をする。メディエーターはもしこの軋轢が解消されないとしたら，
どんなことが起こるか尋ねる。

d　メディエーターは陳述内容を言い替え，まとめる。
e　相手の当事者とどの情報なら共有できるか探る。

第 3回メディエーターのみでの会議：必要であれば追加
7 第 2回合同会議 a　選択肢についての話し合い

1）メディエーターは選択肢についてのまとめ，双方の合意部分ついて指摘する。
2）当事者が合意できる箇所を自らの口で相手に対して述べる。
3）誤解を解く。治癒過程。
4）「合意書を書く準備はできましたか？」

b　合意文書
1）正しい名前を用いること。
2）当事者自らの言葉で簡潔かつ明確な陳述にすること。
3）公平に両者が責任を負う内容であること。
4）陳述を読み上げる際に文書にする。
5）確認事項：その合意文書は現実的，合理的かつ持続可能なものか？
6）追加の取り決めを作成すること。（任意）
7）当事者とメディエーターは合意書にサインし，メモを破棄すること。
8）当事者達とお互いにお礼を言い，（合意に至ったことを）喜びましょう。
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図 1　ピア・メディエーションの進行過程全体図

（Kailua High School Peer Mediation Program Student Manualをもとに邦訳して著者らが作成）

表 4　ローププレイ用の課題例

（Kailua High School Peer Mediation Program 授業資料をもとに，邦訳して著者らが作成）

課　題 当事者 1の言い分 当事者 2の言い分

授業中の迷惑
行為

デビッドって本当に腹が立つやつだわ。授業中毎日
話しかけてくるから，私が先生に怒られる羽目になる
の。自分のこと面白いって思っていて，確かに私も笑っ
たりするけど，でも私面倒なことに巻き込まれるのは
嫌よ。この間，自分の席に戻ろうとしたら，デビッド
が足を引っ掛けてきて転ばされたの。クラスの子たち
は笑うし，先生は私を責めるし。だから彼の腕を引っ
叩いてやったわ。

マリーンはイライラし過ぎなんだよ。冗談も通じな
いんだ。ほとんど笑いもしないから，僕があの子の毎
日をもっと面白くしてやろうとしているだけなのに。
僕はふざけたりして，面白いことするのが好きなんだ。
マリーンが転んだあの日は，疲れてるように見えたか
ら目をしっかり覚ましてやろうと思っただけだよ。そ
したらシャンとできるようになるかなって思ってさ。

噂話 ミシェルが私の陰口を言っているって噂をずっと聞
いてきたわ。私の前ではいい子ぶっているのに，周
りの人からあんなことやこんなことを言っているっ
て。だから火曜日に彼女を呼び出して，一体どういう
ことって問いただしたら，彼女否定したのよ。頭にき
ちゃって，どなり散らしたの。それから学校で会う度
無視してきたから，彼女のところに近寄ったの。する
と先生が私たちを職員室に連れだして，この場に来る
ことになったのよ。

テリーが何を言っているかさっぱりわからないわ。
彼女のことはどうでもいいけど，何度も私を呼び出す
し，ギャーギャー言ってくるし。学校でも言ってくる
から，もうこれ以上我慢できなくて，言い返してやっ
たの。あなただってそうするでしょう？彼女に好き勝
手させられないもの。



104

表 5 は，メディエーションの最終ステップである第 2 回目の合同会議で，当事者同士が合意に達
した際に交わす合意文書の様式である。合意文書には，当事者の名前や案件，日時の他，両者が合
意した具体的な内容を記述し，最後に当事者とメディエーターの署名をするようになっている。そ
して，必要であれば追加日時を設定し，再度話し合いを行うこともできるようになっている。また，
合意文書を作成する際には，表 6 に示す「よい合意のためのチェックリスト」を活用しながら，そ
の合意の具体性，公平性，現実性，合理性，持続可能性についても確認するようになっている。
そして，カイルア高等学校では，ピア・メディエーションの前提として，まずは良い聴き手にな

ること，つまり「積極的傾聴（Active Listening）」スキルの獲得がとりわけ重要視されている。「共
感」，「非言語コミュニケーション」，「言語コミュニケーション」等，「積極的傾聴」に関する様々
なスキルを活用しながら，ピア・メディエーションを実践することによって，はじめて相手が正直
に心を開き，ピア・メディエーションが実り多いものになるとしている。

以上，カイルア高等学校で実施しているピア・メディエーションについて紹介した。このように
ピア・メディエーションは，生徒たちの身近な問題について，当事者以外の生徒たちが介入しなが
ら，生徒相互で解決を図っていくものである。つまり，自分たちの問題を一定のプロセスに従って，
自分たちで解決しようとする意識とその手法を身に付けることのできる方法の一つであり，いじめ，
荒れ等，日本の子どもたちが直面している問題を解決するための有効な取り組みの一つであるとい
える。

課　題 当事者 1の言い分 当事者 2の言い分

転校生 今日廊下を歩いていたら，転校生が僕の彼女に話し
ているのを見たんだ。彼女は俺がやってくるのを見て，
そいつにじゃあねって言って，何事もなかったかのよ
うな振りをしたんだ。俺はいつも数学の授業が終わっ
たら彼女と待ち合わせをして，食堂で昼食をとるんだ
けど，彼女がいないなと思ったらなんとそいつと一緒
に食べているのを見たんだよ。すごく腹がたったよ。

カリフォルニアから転校してきたばかりで，この
ジェイクっていうやつが突然昼休憩中に食堂で怒鳴っ
てきたんだ。するとそれをやめるように言った教頭先
生が彼を職員室に連れだして行ったんだ。するといろ
んな人から，僕がそいつの彼女と話をしていたから，
放課後痛い目に合うぞって言ってきたんだ。そいつの
彼女のシーランはいい子だと思うけど，カウンセリン
グセンターで働いているから，彼女はただ僕に校内を
案内してくれていただけなんだ。そいつはちょっと冷
静になったほうがいいよ。大体僕にはカリフォルニア
の彼女がいるんだ。

授業中の
からかい

授業初日からというもの，ランディは何かしらにつ
けてずっと僕のことをからかってきたんだ。一番最近
だと，髪型だね。確かに色を染めて，そんな思ったよ
うにいかなかったけどさ。だからって何なのさ？毎日
毎日からかってきて，悪口を言ってきて。周りの子た
ちも笑うから，だから余計に腹が立つんだよ。最初は
無視していたけど，我慢できなくなって，授業中にの
のしってやったんだ。仕掛けてきたのはあいつなのに，
先生につかまって大目玉もらうはめになったんだ。

最近なんでこんなにサムがカリカリしているのか分
からないよ。ずっとお互いをからかいあう仲だったし，
それが普通だったのに。他の子もみんな同じ感じなの
にさ。髪型がすごく変だったから，面白半分でずっと
からかっただけだよ。それは向こうも分かっているは
ずさ。それなのに突然ののしってきたんだ。

家庭不和 この間，廊下で友達とおしゃべりをしていたら，レ
ズリーがやってきて，僕たちの父親について話そうと
してきたんだ。その時，友達と盛り上がっていたから，
（レズリーと）話をしたくなかったんだ。レズリーは
僕たちが話をしないとってしつこくて，友達から僕を
引き離そうとしたんだ。だから突き飛ばしたんだ。そ
したらカウンセラーの先生に泣きついて，こうやって
メディエーションの場にいるってわけさ。

今週のはじめ頃，家で大喧嘩があったの。いつもの
ように両親が喧嘩してて，今度は離婚を考えているっ
て。私はどうしていいかわからなくなったから，サン
ディにとにかく話がしたかったの。でも全然耳を貸す
気はなくて，家でも絶対に話そうとしないわ。だから
（学校の）廊下で話をしようとしたの。それなのに，
友達と笑っているだけで。自分たちの家族が今こんな
状況なのに，一体どうやったら笑っていられるのかし
ら。
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表 5　合意文書の様式

（Kailua High School Peer Mediation Program Student Manualをもとに邦訳し，著者らが作成）

表 6　よい合意のためのチェックリスト

（Kailua High School Peer Mediation Program Student Manualをもとに邦訳し，著者らが作成）

よい合意のためのチェックリスト

1 その合意は具体的ですか？

「誰が，何を，いつ，どこで，どのように」が含まれていますか？

2 その合意は公平ですか？

両方の当事者が問題解決のために責任を分担している内容ですか？

3 その合意は現実的ですか？

両方の当事者が約束を実行するのが可能な内容ですか？

4 その合意は合理的ですか？

その内容で問題を解決へと導くことが可能ですか？

5 その合意は持続可能ですか？

永久にその問題を解消することできますか？
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3　結語　～今後の道徳教育への示唆～

本研究の目的は，ハワイ州カイルア高等学校で実施されているピア・メディエーションについて，
実践事例を紹介するとともに，問題解決力を育成する道徳教育への活用可能性について検討するこ
とであった。
本研究から，ピア・メディエーションは，子どもたちを取り巻く日常的・道徳的な問題を自分た

ち自身で解決しようとする意識や力を育成するために有効なものであり，問題解決力を育成する道
徳教育にも活用可能な学習方法であることが示唆された。その理由や利点は，以下に述べる通りで
ある。
第 1 に，ピア・メディエーションで扱う問題は，児童生徒間の喧嘩，口論，噂話，あるいは教師

と生徒間の問題であり，現在の道徳教育においてその解決が最も期待されているいじめ，荒れ，不
登校等に関わる道徳的な問題と合致している点である（文部科学省，2014）。先述したように，ピ
ア・メディエーションによる問題解決が全てのケースや全ての人に当てはまるわけではない。しか
し，少なくともピア・メディエーションで扱われる問題の多くは，児童生徒にとって身近で道徳的
な問題である。したがって，ピア・メディエーションの学習を通して，児童生徒はそこで提示され
る問題を自分ごととして捉え，それらを自分たちで解決しようとする意識や力を高めていくことが
できると考える。
第 2 に，ピア・メディエーションは，一定のプロセスに沿って問題解決を図っていくため，児童
生徒にとって，問題解決の道筋が明確で，分かりやすい点である。どのような道筋で進めていけば，
問題解決に至るのかがある程度明確になっていることで，児童生徒は問題解決に取り組み易いと考
える。また，繰り返し学習を重ねることによって問題解決する力も向上し易いと考える。
第 3 に，今回紹介したプログラムでは，ピア・メディエーションの定義，目的，具体的効果や限界，
実践する際の留意事項等が学習内容として明確に位置づけられている点である。カイルア高等学校
では，ピア・メディエーションの具体的な流れや方法を学ぶ前に，ピア・メディエーションの意義，
効果と限界，メディエーターの役割や責任，心構え等を学ぶ。児童生徒がピア・メディエーション
の意義や概要を十分に理解した上で，具体的な方法を学ぶことは，学習効果を高め，問題解決力の
向上にもつながると考える。
近年，日本の道徳教育においても，道徳的な問題解決力を育成するために，ソーシャルスキルト
レーニングやグループエンカウンター，モラルスキルトレーニング等，様々な学習方法が導入され，
実践されている。しかし，それらの授業では主としてロールプレイ等の活動や，活動を通して感じ
たことや考えたことの交流が中心的な学習内容となっているものが多い。各々の定義や意義，効果
や実践上の留意事項等については，教師向けに解説されているものは多いものの（例えば，諸富・
土田・尾高，2007；林，2008；岩澤，2014），児童生徒自身が授業で学ぶ内容として位置付けら
れているものはあまり見られない。今後，ピア・メディエーションはもとより，それ以外の学習に
おいても，意義や概要，留意事項等についての内容を学習内容として位置付けることにより，一層
の学習効果が期待できると考える。
また，森田（2001）はいじめ問題について国際比較をした結果，日本の子どもは欧米の子ども

たちに比べて，いじめ等のトラブルに積極的にかかわろうとしない子が年齢とともに増加すると指
摘している。今後，ピア・メディエーションが道徳教育にも活用されるようになれば，いじめ等の
問題に積極的に関わり，問題解決を図ろうとする児童生徒が増えていくのではないだろうか。いじ
め・荒れ・不登校等の現代的な問題に対応できる実効性の高い道徳教育が求められている現在，池島・
吉村・倉持（2007）や竹内（2010）らも指摘するように，ピア・メディエーションが道徳教育に
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与える示唆は大きいと考える。
次に，ピア・メディエーションを日本の道徳教育に活用していく際の課題を 3 点挙げる。
1 点目は，まず，教師自身がピア・メディエーションについて理解を深め，対立等のトラブル解

決の知識やスキルを身につけていく必要があるということである。ピア・メディエーションに限ら
ず，様々な学習の効果を上げるためには，指導者である教師自身の教材理解が不可欠である。本稿
で取り上げたピア・メディエーションは，日本ではまだ導入の初期段階といえる（池島，2012）。
今後，ピア・メディエーションの研究や実践がさらに進み，学校現場における認知度が高まってい
くことを期待したい。

2 点目は，子どもたちの発達段階や実態に合わせた系統的なピア・メディエーションプログラム
を開発する必要があるということである。今回取り上げた実践事例は，「メディエーター」を育成
するための高等学校のプログラム例といえるが，全ての児童生徒を対象とした道徳教育の一つとし
てプログラムを改編し，日本で展開することも可能であると考える。また，教材を工夫すれば小学
校からの実践も可能であると考える。今回は，紙面の制約もあり，詳しく触れることができなかっ
たが，ピア・メディエーションの基盤となる「積極的傾聴」については，幼児期からの育成も十分
可能であると考える。今後は，特定の校種や学年だけでなく，幼児期から青年期までを見通した系
統的なプログラムの開発が必要であると考える。

3 点目は，日本の教育課程に合わせた道徳教育プログラムや具体的な教材を開発していく必要が
あるということである。現在日本で行われているピア・メディエーションの実践事例（例えば池島・
竹内，2011：池田，2014；竹内，2010；田中・山本，2014）は，総合的な学習の時間や特別活
動等の学習として位置付け易いものであると考えられる。しかし，子どもたちのトラブルや子ども
たちが主体的にピア・メディエーションを行う過程等をストーリー化するなどすれば，道徳授業の
教材として活用していくことも可能であると考える。
今後，ピア・メディエーションの学習内容やねらいによって，どの教科や領域に位置づけるのが
よいのかを精査し，それぞれの教科領域に即した形で教材化していく必要があるであろう。また，
それらを効果的に組み合わせ，総合単元的な道徳学習（押谷，2007）や道徳教育プログラム（広
島市教育委員会，2010）のように構成すれば，問題解決力を育成するより効果的な道徳教育プロ
グラムとして活用できると考える。
最後に，今回紹介した実践例は，カイルア高等学校のピア・メディエーションプログラムの一部
である。紙面の都合上，今回十分に取り上げられなかった内容については，機会を改めて紹介でき
ればと考えている。
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